
津南町総合診療医等育成支援事業募集要項 

（総合診療専攻医育成コース） 

 

令和４年 11 月 18 日現在 

１．目的 

  妻有地域をフィールドとして、高齢化が進行する津南町において特に

求められる総合診療医等の育成を行うことで、津南町立津南病院におけ

る総合診療医等の医師の確保につなげることを目的とする。 

 

２．募集コース 

津南町総合診療専攻医育成コース 

 

３．応募資格 

  次の全ての要件を満たす者 

（１）  令和５（2023）年度から、【新潟県立十日町病院総合診療専門研修

プログラム】の専門研修（以下、「十日町 PG」という。）を開始する

予定の者 

（２）「十日町 PG」の専門研修期間（以下、「専門研修期間」という。）の

うち、津南町立津南病院で２年間研修するほか、専門研修修了後に津

南町立津南病院で２年間以上勤務し、津南町立津南病院で合計４年間

以上常勤医師として勤務する予定の者 

  

４．募集定員 

  最大２名 

 

５．支援制度の概要 

 研修等奨学金 海外留学支援金 

対象経費 研修や研究等のための奨学

資金 

原則、オンライン海外留学

のための修学等資金（現地

での海外留学については応

相談） 

支援内容 

（限度額） 

・奨学金 年 1,000 万円 

（最大４年間 4,000 万円） 

・修学等資金 1,500 万円 

・往復旅費    50 万円 

支援方法 貸与 貸与 

支援期間 専門研修期間のうち津南町

立津南病院での研修期間及

び専門研修後の津南町立津

南病院での常勤勤務期間

（最大４年間） 

海外大学院等での学位取得

等のための修学期間（最大

２年間） 

支援条件 専門研修期間及び専門研修修了後において、津南町立津

南病院で合計４年間以上常勤医師として勤務すること。

（原則、専門研修期間に２年間、専門研修後に２年間勤

務すること。） 

その他条件 専門研修修了後、キャリア形成のため必要な場合には、

津南町立津南病院以外の病院等での勤務を挟むことも可

能とするが、その場合は３年以内に常勤医として再着任

すること。 



 

６．返還の義務 

  次の場合、研修等奨学金及び海外留学支援金として支給した経費の  

全額又は一部の額について返還義務が生じる場合があります。 

（１）  支援条件である専門研修期間及び専門研修修了後において、津南町

立津南病院にて計４年間以上常勤医師として勤務するとの要件を満

たさない見込みとなったとき 

（２）  海外留学先の卒業若しくは資格取得できる見込みがなくなったとき

や海外留学研修を中止したとき 

 

７．申請手続き  

次 の 書 類 （ デ ー タ ） を 、 メ ー ル に て 津 南 町 役 場 福 祉 保 健 課

（fukushihoken@town.tsunan.niigata.jp）に提出して下さい。 

（１）  申請書（別紙様式１） 

（２）  履歴書 

（３）  海外留学支援に係る意向調書（別紙様式２） 

※（１）（２）は全員が提出 

※（３）は海外留学支援を希望する場合に提出 

 

８．申請受付期限 

令和４年 12 月１日(木) 12 時まで 

 

９．選考日（予定） 

令和４年 12 月９日(金) 19 時 30 分から 21 時 30 分までの間で一人 25

分程度 

 ※申請者が多い場合の予備日 

     令和４年 12 月５日(月) 15 時から 18 時までの間 

     令和４年 12 月 16 日(金) 19 時から 21 時までの間 

 

10．選考及び決定  

津南町、津南町立津南病院、十日町病院からなる選考委員会において、

申請者からの提出書類とオンラインによる面接をもとに審査を行い、支

援候補者を決定することとし、選考がすべて終了し次第速やかに、津南

町から申請者に対して内定等の連絡を行います。また、支援候補者にな

らなかった方にもその結果を連絡します。 

なお、「十日町 PG」の選考に合格した場合に、正式な支援候補者として

取り扱われることとします。 

 

11．支援の実施 

（１）  研修等奨学金 

「十日町 PG」の研修期間のうち津南町立津南病院での研修期間と専

門研修後の津南町立津南病院での常勤勤務期間において支援する。 

（２）  海外留学支援金 

   「十日町 PG」の専門研修開始し、町立津南病院勤務後において、海  

外留学等の開始をもって支援する。 

 ※支援の実施は、関連条例並びに令和５（2023）年度等の津南町予算の  

議決が前提となります。 



 

12．申請情報等の扱い 

  申請いただいた情報等については、選考試験を行う目的等のため、新

潟県立十日町病院、津南町立津南病院及び新潟県に対して提供しますの

で予め御了承願います。 

 

13．その他 

貸与条件等には未確定の部分があります。 

ご不明な点がありましたら、津南町役場福祉保健課にお問い合わせく   

ださい。 

 

 

 

☆お問合せ先 

 〒９４９－８２９２ 

 新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡戊５８５番地 

 津南町役場福祉保健課 

  電話：０２５－７６５－３１１４（内線１３１） 

 メール fukushihoken@town.tsunan.niigata.jp 

 

  〒９４９－８２０１ 

 新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡丁２６８２番地 

 津南町立津南町立津南病院 

  電話：０２５－７６５－３１６１（内線２１１） 

 メール tsunan-hp@town.tsunan.niigata.jp 


